
資料 1-1

「臓器の移植に関する法律施行規則」一部改正 (案 )

の概要

1.15歳未満の者からの臓器提供が可能となることから、小児の脳

死判定基準について定めること (第 2条関係)

現 行 改 正 後

年 齢 に よ る

除外

6歳未満の者 堕 2週 (在胎週数 40週未満のと

きは、出産予定日から 12週 )未満の

者
一

体 温 に よ る

除外

直腸温 32度以下の者 直腸温 32度未満の者

(6歳未満は 35度未満)

判定間隔 6時間以上 6時間以上

(6歳未満は 24時間以上)

収縮期血圧 ´ 水銀柱ミリメートル以上 ・ 1歳未満

65水銀柱ミリメートル以上

・ 1歳以上 13歳未満

年齢 X2+65水 銀柱ミリメートリ,以上

・ 13歳以上

90水銀柱ミリメートル以上

2.脳死判定 "臓器摘出の要件変更に伴い、脳死判定・臓器摘出に

関する記録等に関する規定を整理すること。(第 5条、第 6条関係 )

① 本人の臓器提供に関する意思が不明な場合に、脳死判定を行うときの記

録に関する規定の追加

② 本人の臓器提供に関する意思が不明な場合に、臓器摘出を行うときの記

録に関する規定の追加

③ 脳死判定・臓器摘出の記録に添付する書類に関する規定の整理

3.臓器の移植に関する法律附則第 4条が削除されること|に伴い、

関係規定を削除すること。 (附則第 3条及び第 4条関係 )



資料1-2

○
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（平
成
九
年
厚
生
省
令
第
七
十
人
号
）

（抄
）

（判
定
）

第
二
条
　
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
判
断
に
係
る
同
条
第
二
項
の
判
定

（以
下

「判
定
」
と
い
う
。
）
は
、
脳
の
器
質
的
な
障
害

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「器

質
的
脳
障
害
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
深
昏
睡

（ジ
ャ
パ
ン

・
コ
ー

マ
・
ス
ケ
ー
ル

（別
名
三
―
一一一―
九
度
方
式
）
で
三
百
に
該
当
す
る
状
態
に
あ
り
、
か

つ
、
グ
ラ

ス
ゴ
ー

・
コ
ー

マ
。
ス
ケ
ー
ル
で
三
に
該
当
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
第

二
号
、
第
四
号
及
び
次
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
自
発
呼
吸
を
消
失
し

た
状
態
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
器
質
的
脳
障
害
の
原
因
と
な
る
疾
患

（以
下
こ
の

項
及
び
第
五
条
第

一
項
第
四
号
に
お
い
て

「原
疾
患
」
と
い
う
。
）
が
確
実
に
診

断
さ
れ
て
い
て
、
原
疾
患
に
対
し
て
行
い
得
る
す
べ
て
の
適
切
な
治
療
を
行

っ
た

場
合
で
あ

っ
て
も
回
復
の
可
能
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に

つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　

生
後
十
二
週

（在
胎
週
数
が
四
十
週
未
満
で
あ

っ
た
者
に
あ

っ
て
は
、
出
産

予
定
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
週
）
未
満
の
者

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（判
定
）

第
二
条
　
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
判
断
に
係
る
同
条
第
二
項
の
判
定

（以
下

「判
定
」
と
い
う
。
）
は
、
脳
の
器
質
的
な
障
害

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「器

質
的
脳
障
害
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
深
昏
睡

（ジ
ャ
パ
ン

・
コ
ー

マ
・
ス
ケ
ー
ル

（別
名
三
―
三
―
九
度
方
式
）
で
三
百
に
該
当
す
る
状
態
に
あ
り
、
か

つ
、
グ
ラ

ス
ゴ
ー

・
コ
ー

マ
・
ス
ケ
ー
ル
で
三
に
該
当
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
第

二
号
、
第
四
号
及
び
次
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
自
発
呼
吸
を
消
失
し

た
状
態
と
認
め
ら
れ
、
か

つ
、
器
質
的
脳
障
害
の
原
因
と
な
る
疾
患

（
以
下
こ
の

項
及
び
第
五
条
第

一
項
第
四
号
に
お
い
て

「原
疾
患
」
と
い
う
。
）
が
確
実
に
診

断
ざ
れ
て
い
て
ヽ
原
疾
患
に
対
し
て
行
い
得
る
す
べ
て
の
適
切
な
治
療
を
行

っ
た

場
合
で
あ

っ
て
も
回
復
の
可
能
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に

つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　

六
歳
未
満

の
者

一
一

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

〓
一　
直
腸
温
が
摂
氏
二
十
三
度
以
下
の
状
態
に
あ
る
者

（略
）

直
腸
温
が
摂
氏
二
十
二
度
未
満

（六
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
、
摂
氏
二
十

五
度
未
満
）
の
状
態
に
あ
る
者
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四

　

（略
）

２
　
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
判
断
に
係
る
判
定
は
ヽ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
状

態
が
確
認
さ
れ
、
か

つ
、
当
該
確
認
の
時
点
か
ら
少
な
く
と
も
六
時
間

（六
歳
未

満
の
者
に
あ

つ
て
は
、
二
十
四
時
間
）
を
経
過
し
た
後
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

状
態
が
再
び
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
も

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
発
運

動
、
除
脳
硬
直

（頸
部
付
近
に
刺
激
を
加
え
た
と
き
に
、
四
肢
が
伸
展
又
は
内
旋

し
、
か
つ
い
足
が
底
屈
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
条
第
五
号
及
び
第
五
条
第

一
項
第

七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
除
皮
質
硬
直

（頸
部
付
近
に
刺
激
を
加
え
た
と
き
に

、
上
肢
が
屈
曲
し
、
か

つ
、
下
肢
が
伸
展
又
は
内
旋
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
条
第

五
号
及
び
第
五
条
第

一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
け
い
れ
ん
が
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
判
定
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
五

　

（略
）

３
　

（略
）

４
　
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
判
断
に
係
る
判
定
に
当
た

つ
て
は
、
中
枢
神
経

抑
制
薬
、
筋
弛
緩
薬
そ
の
他
の
薬
物
が
判
定
に
影
響
し
て
い
な
い
こ
と
及
び
収
縮

期
血
圧

（単
位
　
水
銀
柱
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
以
上
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　

一
歳
未
満
の
者
　
エハ
十
五

一
一　

一
歳
以
上
十
三
歳
未
満
の
者

え
て
得
た
数

年
齢
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
に
六
十
五
を
加

⌒   三
|

判 ⌒

摯|

（略
）

２
　
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
判
断
に
係
る
判
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
状

態
が
確
認
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
確
認
の
時
点
か
ら
少
な
く
と
も
六
時
間
を
経
過
し

た
後
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
状
態
が
再
び
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
も

つ
て
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
発
運
動
、
除
脳
硬
直

（頸
部
付
近
に
刺
激
を
加
え
た
と

き
に
、
四
肢
が
伸
展
又
は
内
旋
し
、
か

つ
、
足
が
底
屈
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
条

第
五
号
及
び
第
五
条
第

一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
除
皮
質
硬
直

（頸
部

付
近
に
刺
激
を
加
え
た
と
き
に
、
上
肢
が
屈
曲
し
、
か
つ
、
下
肢
が
伸
展
又
は
内

旋
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
条
第
五
号
及
び
第
五
条
第

一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
又
は
け
い
れ
ん
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
判
定
を
行

つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
五

　

（略
）

３
　

（略
）

４
　
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
判
断
に
係
る
判
定
に
当
た

つ
て
は
、
中
枢
神
経

抑
制
薬
、
筋
弛
緩
薬
そ
の
他
の
薬
物
が
判
定
に
影
響
し
て
い
な
い
こ
と
及
び
収
縮

期
血
圧
が
九
十
水
銀
柱
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　

（略
）

（判
定
に
関
す
る
記
録
）
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第
五
条
　
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
行

っ
た
医
師
が
作
成
す
る
記
録

に
は
、
当
該
医
師
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
，
九

　

（略
）

十
　
判
定
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思

（臓
器
を
、
臓
器
の

機
能
に
障
害
が
あ
る
者
に
対
し
臓
器
の
機
能
の
回
復
又
は
付
与
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
る
臓
器
の
移
植
術

（以
下

「移
植
術
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
た

め
に
提
供
す
る
意
思
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

書
面
に
よ
り
表
示
し
て
い
た
場
合
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
者
が
判
定
に
従
う
意

思
が
な
い
こ
と
を
表
示
し
て
い
た
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
並

び
に
そ
の
旨
の
告
知
を
受
け
た
そ
の
者
の
家
族
が
当
該
判
定
を
拒
ま
な
い
旨
並

び
に
当
該
家
族
の
住
所
、
氏
名
及
び
判
定
を
受
け
た
者
と
の
続
柄
又
は
判
定
を

受
け
た
者
に
家
族
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

十

一　

判
定
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表

示
し
て
い
た
場
合
及
び
当
該
意
思
が
な
い
こ
と
を
表
示
し
て
い
た
場
合
以
外
の

場
合
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
者
が
判
定
に
従
う
意
思
が
な
い
こ
と
を
表
示
し
て

い
た
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
者
の
家
族
が
判
定

を
行
う
こ
と
を
書
面
に
よ
り
承
諾
し
て
い
る
旨
並
び
に
当
該
家
族
の
住
所
、
氏

名
及
び
判
定
を
受
け
た
者
と
の
続
柄

十

一
の
二

・
十
二

　

（略
）

前
項
の
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
判
定
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示

第
五
条
　
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
行

っ
た
医
師
が
作
成
す
る
記
録

に
は
、
当
該
医
師
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

　

（略
）

十
　
判
定
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思

（臓
器
を
、
臓
器
の

機
能
に
障
害
が
あ
る
者
に
対
し
臓
器
の
機
能
の
回
復
又
は
付
与
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
る
臓
器
の
移
植
術

（以
下

「移
植
術
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
た

め
に
提
供
す
る
意
思
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
判
定
に
従
う
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て
い
た
旨

十

一　

判
定
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
及
び
判
定
に
従
う

創
日
ｄ
劇
利
ｕ
ｄ
耐
ｄ
割

の‐
劉
刹
ｄ
劃

―す―
川
烈
冽
洲
Ⅶ
想
ゴ
刑
剥
潤
耐
割
国
が

に
当
該
家
族
の
住
所
、
氏
名
及
び
判
定
を
受
け
た
者
と
の
続
柄
又
は
判
定
を
受

け
た
者
に
家
族
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

十

一
の
二

・
十
二

　

（略
）

２
　
前
項
の
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
判
定
を
受
け
た
者
が
生
．存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
及
び
判
定
に
従
う
意
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し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
書
面
の
写
し

二
の
一
一　
判
定
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
判
定
に
従
う
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示

し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
書
面
の
写
し

〓
一　
前
項
第
十
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
判
定
を
受
け

た
者
に
家
族
が
い
る
と
き
は
、
当
該
家
族
が
判
定
を
拒
ま
な
い
旨
を
表
示
し
た

書
面

二
の
一
一　
前
項
第
十

一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
判

定
を
受
け
た
者

の
家
族
が
判
定
を
行
う
こ
と
を
承
諾
す
る
旨
を
表
示
し
た
書
面

四

　

（略
）

３
　
前
項
第
二
号
又
は
第
二
号
の
二
の
書
面
に
は
、
判
定
を
拒
ま
な
い
旨
又
は
判
定

を
行
う
こ
と
を
承
諾
す
る
旨
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
判
定
を
拒
ま
な
い
旨
又
は
判
定
を
行
う
こ
と
を
承
諾
す
る
旨
を
表
示
し
た
家

族
の
住
所
、
氏
名
及
び
判
定
を
受
け
た
者
と
の
続
柄

（臓
器
の
摘
出
に
関
す
る
記
録
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
臓
器

の
摘
出

（以
下

「臓
器
の
摘
出
」
と
い
う
。
）
を
行

っ
た
医
師
が
作
成
す
る
記
録

に
は
、
当
該
医
師
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
摘
出
し
た
臓
器

（
以
下

「摘
出
し
た

臓
器
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
記
名
押
印

又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十

　

（略
）

十

一
　

臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
書
面
に

思
を
表
示
し
た
書
面
の
写
し

〓
一　
判
定
を
受
け
た
者
に
家
族
が
い
る
場
創
川
劇
例
Ч
「
は
、
当
該
家
族
が
判
定
を

拒
ま
な
い
旨
を
表
示
し
た
書
面

（新
設
）

四

　

（略
）

３
　
前
項
第
二
号
の
書
面
に
は
、
判
定
を
拒
ま
な
い
旨
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
判
定
を
拒
ま
な
い
旨
を
表
示
し
た
家
族
の
住
所
、
氏
名
及
び
判
定
を
受
け
た

者
と
の
続
柄

（臓
器
の
摘
出
に
関
す
る
記
録
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
臓
器

の
摘
出

（以
下

「臓
器
の
摘
出
」
と
い
う
。
）
を
行

っ
た
医
師
が
作
成
す
る
記
録

に
は
、
当
該
医
師
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
摘
出
し
た
臓
器

（以
下

「摘
出
し
た

臓
器
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
記
名
押
印

又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十

　

（略
）

十

一　

臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
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よ
り
表
示
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
旨
の
告
知
を
受

け
た
遺
族
が
当
該
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
並
び
に
当
該
遺
族
の
住
所
、
氏

名
及
び
臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
と
の
続
柄
又
は
臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
に

遺
族
が
な

い
と
き
は
、
そ
の
旨

十
二
　
臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
書
面
に

十
三
　
判
定
を
受
け
た
者
か
ら
臓
器
の
摘
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
臓

器
の
摘
出
を
行
ヶ
前
に
、
法
第
六
条
第
五
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
旨

十
四

。
十
五

　

（略
）

２
　
前
項
の
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
よ

り
表
示
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
書
面
の
写
し

一
一　
前
項
第
十

一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
臓
器
の
摘

出
を
受
け
た
者
に
遺
族
が
い
る
と
き
は
、
当
該
遺
族
が
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な

い
旨
を
表
示
し
た
書
面

二
の
一
一　
前
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
臓

器
の
摘
出
を
受
け
た
者
の
遺
族
が
臓
器
の
摘
出
を
承
諾
す
る
旨
を
表
示
し
た
書

面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

〓
一　
判
定
を
受
け
た
者
か
ら
臓
器
の
摘
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

六
条
第
五
項
の
書
面
の
写
し

法
第

よ
り
表
示
し
て
い
た
旨

十
二
　
臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
表
示
し

て
い
た
旨
の
告
知
を
受
け
た
遺
族
が
そ
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
並
び
に
当
該
遺

族
の
住
所
、
氏
名
及
び
臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
と
の
続
柄
又
は
当
該
臓
器
の

摘
出
を
受
け
た
者
に
遺
族
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

十
三
　
臓
器
の
摘
出
を
行
う
前
に
ヽ
法
第
六
条
第
五
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た

』
日

十
四

・
十
五

　

（略
）
　
　
　
　
　
・

２
　
前
項
の
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
表
示
し
た

書
面
の
写
し

一
一　
臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
に
遺
族
が
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
遺
族
が

臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
を
表
示
し
た
書
面

（新
設
）

〓
一　
法
第
六
条
第
五
項
の
書
面
の
写
し
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四

　

（略
）

前
項
第
二
号
又
は
第
二
号
の
二
の
書
面
に
は
、
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
又

は
臓
器
の
摘
出
を
承
諾
す
る
旨
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
剰
―ま‐
圃
劉
の‐
制
劃
引
利
調
引
ｄ
割
を
表
示
し
た

遺
族
が
摘
出
を
拒
ま
な
い
又
は
摘
出
を
承
諾
す
る
臓
器
の
別

（当
該
臓
器
の
左

右
の
別
を
含
む
。
）

〓
一　
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
又
は
臓
器
の
摘
出
を
承
諾
す
る
旨
を
表
示
し
た

遺
族
の
住
所
、
氏
名
及
び
臓
器
の
摘
出
を
受
け
た
者
と
の
続
柄

附
　
則

第
二
条
　
削
除

（略
）

３
　
前
項
第
二
号
の
書
面
に
は
、
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
の
ほ
か
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
を
表
示
し
た
遺
族
が
摘
出
を
拒
ま
な
い
臓
器
の

別

（当
該
臓
器
の
左
右
の
別
を
含
む
っ
）

〓
一　
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
旨
を
表
示
し
た
遺
族
の
住
所
、
氏
名
及
び
臓
器
の

摘
出
を
受
け
た
者
と
の
続
柄

第
二
条
　
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十

。
）
を
行

っ
た
医
師
が
作
成
す
る
記
録
に
は
、
当
該
医
師
が
、
同
項
の
規
定
に
よ

臓
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又

は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

―

一
一　
眼
球
又
は
腎
臓
の
摘
出
を
受
け
た
者
の
死
亡
の
日
時

附
　
則

に
よ

る
眼
球

又
は
腎
臓

の
摘
出

に
関
す

る
記
録
）

条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
眼
球
又
は
腎
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一

回
　
一．‐図
コ
爛
獣
耐
樹
濶
酬
督
剰
釧
勢
劇
ヨ
劇
副
目
嵐

ヨ

一聾
コ
倒
邸
鰍
槻
翻
劇
劉
句
劃
割
樹
翻
引
ｄ
ｌ艮‐
到
利
凱
計
例
辮
翻
洲
伺

引
劉
目
馴
翻
劉
列
硼
冽
馴
翻

利

一馴
朝
創
罰
鮮
ｑ
硼
劉
月
矧

た―
四
回
矧
馴
劉
冽
倒
国
咽
倒
日
側
翻
―こ―

釧
綱
引
馴
酬
ｄ
冽
到
劃
副
「
冽
司
口
囲
爛
釧
馴
國
刻
倒
劉
躙
劉
翻
月

び
名
称
）
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
一

日

幣̈
刊
絆
嗣
瀾
剰
凱
諄
鼎
翻
目
劃
謝
躙
翻
創
動
面
倒
ヨ
コ
翻
釧
引
引

０
）

人
　
摘
出
し
た
眼
球
又
は
腎
臓
の
状
態

川

割̈
刊
＝
翻
瀾
又‐
鰍
辟
例
期
ｕ

て―
句
劃
悧
当
日
劇
刻

刊

一瑠
翻
創
醜
朧
ｑ
悧
馴
謝
創
日
司
Ч
利
判
州
劉

た―
叫
圏
調
劉
日
「
引

個
引
劃
測
割
「
潤
硼
釧
酬
Ｕ
鼎
引
ョ
矧
劉
剛
悧
可
ｑ
樹
剰

コ

盪

酎

射

割

曇

碧

昌

曇

測

剣

覇

副

劇

到

想

到

罫

ｌ

ヨ

ロ

コ

劇

割

創

到

劃

劃

∃

馴

日

難

調

到

切

翻

日

日

黒

一

２‐

訓
ョ
洲
劃
劇
判
日
「
∃
明
謝
劇
翻
齢
献
爛
鮒
悧
引
引
剰
引
潤
割
月
ヨ
捌
翻
倒
ヨ
謝
町
川

劇
翻
割
耐
判
覇
冊
引
劉
利
調
引
刻
目
馴
蟄
倒
側
Ч
引
劃
酬
冽
獄
剤
＝
＝
日
「
科
嘲
樹
引

な

い
。

３‐

一四
倒
当
副
尉
潤
「
劇
列
劉
鰍
計
卿
鳳
珊
∃
利
調
「
到
ョ
躙
刷
「
測
司
引
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第
四
条
　
削
除

号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

眼
球
又
は
腎
臓
の
摘
出
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

二‐

【【‐鼎
翻
創
叡
面
倒
悧
劃
朝
到
「
引
司
蟄
彗
網
刑
目
冽
翻
割
剛
翻
調
引

―
―
―
―
―
―
―
―
ｌ
ｌ
．Ｌ
ド
ー
ー
！
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ト
ー
ー
…
…
卜
に
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
ー
ー
ー
ー

る
眼
球
又
は
腎
臓
の
別

（当
該
眼
球
又
は
腎
臓
の
左
右
の
別
を
含
む
。
）

〓
一　
眼
球
又
は
腎
臓
の
摘
出
を
承
諾
す
る
旨
を
表
示
し
た
遺
族
の
住
所
、
氏
名
及

び
眼
球
又
は
腎
臓
の
摘
出
を
受
け
た
者
と
の
続
柄

（準
用
）

第
四
条
　
第
四
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で

の
規
定
は
、
眼
球
又
は
腎
臓
の
摘
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
四
条
中

「法
第
九
条
」
と
あ
る
の
は

「法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

塑

刀

圏

劉

翻

周

劇

剛

測

劉

刻

「

「

第
‐

引

創

割

剃

劇

珊

劇

日

「

０

「

ヨ

と
―

引

剛

可

目

酬

劉

嘲

習

コ

例

剰

ロ

コ

曇

別

引

剣

コ
側
測
到
劉
引
劉
到
＝
「
刊
刹
刻
翻
∃
割
コ
劉
刻
翻
∃
月
詞

釧
倒
削
矧
「
ヨ
ｇ
∃
珂
９
劃
∃
悧
倒

項‐
劃
劉
劇
馴
劇
劉
∃
醐

劃
別

「

裂

到

劃

コ

当

刷

劉

劉

刻

劉

ヨ

刹

珊

ヨ

引

劉

剰

潤

「附
則
第
二
条
第
一
項
の
記
録
及
び
同
条
第
二
項
の
書
面
（同
条
第
一
項
第
十
二

日

と
Ｉ

Ｊ

馳

製

ヨ

劇

劃

引

η

引

刻

倒

日

剌

劇

劇

翻

劉

劉

劇

ヨ
ゼ

劃

劉

ゴ

η

劉

副

Ｊ

」
１

４

割

劉

ヨ

司

「

剰

ヨ

剣

コ

司

劃
翻

ｇ

鵞

ヨ

日

り

暑

ヨ

剰

裂

到

劃

劃

劉

烈

副

０

「

剰

当

副
樹

劇

∃

劉

割

国

引

引

劇

剣

Ｊ

引

「

劃

彗

国

創

ヨ

刷

鋼

劉
創

刻

馴

到

¶

ゴ

割

日

米

引

罰

劉

刻

剰

ゴ

列

∃

測

嘲

列

劉
ヨ

ｇ

扁

「

「

刹

淵

裂

日

「

コ

剌

ョ

鋼

ゴ

剰

∃

樹

馴

「

引
暑

劇

ヨ

割

ヨ

リ

コ

コ

司

引

剛

倒

日

酬

型

ヨ

⊂

η

恩

劉
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第

条
第

項
第
五
号

第
七

号
及
び
第
十

号

と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る

（施
行
期
日
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行

っ
た
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律

（平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
）

を
い
う
。
）
又
は
臓
器
の
摘
出

（同
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
臓
器
の
摘
出
を
い
う
。

の
例
に
よ
る
。

第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
判
定

（同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定

）
に
関
す
る
記
録
及
び
当
該
記
録
に
添
付
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
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